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平成26年４月25日（金曜日）

午前10時２分開会

会議に付託された議案等

○商工観光振興対策及び土木行政の推進に関す

る調査

○その他報告事項

・平成２５年度の立地企業の状況について

・観光振興条例（仮称）の制定について

・宮崎県総合運動公園におけるネーミングライ

ツ制度の導入について

・平和の塔にある上段部通路の開放（試行）に

ついて

・東九州自動車道（「椎田南IC～豊前IC」間の開

通見通しについて

出席委員（８人）

委 員 長 岩 下 斌 彦

副 委 員 長 渡 辺 創

委 員 外 山 三 博

委 員 中 野 明

委 員 宮 原 義 久

委 員 後 藤 哲 朗

委 員 太 田 清 海

委 員 新 見 昌 安

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

労働委員会事務局

事 務 局 長 安 井 伸 二

調 整 審 査 課 長 川 越 道 郎

商工観光労働部

商工観光労働部長 茂 雄 二

商工観光労働部次長 梅 原 裕 二

企業立地推進局長 川 野 美奈子

観光物産･東アジア戦略局長 金 子 洋 士

部参事兼商工政策課長 田 中 保 通

金 融 対 策 室 長 川 畑 充 代

産 業 振 興 課 長 佐 野 詔 藏

産業集積推進室長 冨 山 幸 子

労 働 政 策 課 長 久 松 弘 幸

地域雇用対策室長 福 嶋 清 美

企 業 立 地 課 長 津 曲 睦 己

観 光 推 進 課 長 孫 田 英 美

記紀編さん記念事業推進室長 松 浦 直 康

オールみやざき営業課長 日 下 雄 介

工業技術センター所長 古 賀 孝 士

食品開発センター所長 森 下 敏 朗

県立産業技術専門校長 田 村 吉 彦

県土整備部

県 土 整 備 部 長 大田原 宣 治

県土整備部次長
鈴 木 一 郎

（ 総 括 ）

県土整備部次長
坂 元 政 嗣

(道路･河川･港湾担当)

県土整備部次長
東 憲之介

(都市計画･建築担当)

高速道対策局長 直 原 史 明

部参事兼管理課長 福 嶋 幸 徳

用 地 対 策 課 長 林 睦 朗

部参事兼技術企画課長 髙 橋 利 典

工 事 検 査 課 長 永 野 広

道 路 建 設 課 長 大 坪 憲 男

道 路 保 全 課 長 馴 松 義 昭

河 川 課 長 大 谷 睦 彦

ダ ム 対 策 監 秋 山 克 則

砂 防 課 長 土 屋 喜 弘

平成26年４月25日(金)
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港 湾 課 長 蓑 方 公

空 港 ・ ポ ー ト
川 野 福 一

セールス対策監

都 市 計 画 課 長 瀬戸長 秀 美

建 築 住 宅 課 長 森 山 福 一

営 繕 課 長 上別府 智

施設保全対策監 山 下 幸 秀

高速道対策局次長 原 拓 実

事務局職員出席者

政策調査課副主幹 沖米田 哲 哉

議 事 課 主 査 長 谷 恵美子

○岩下委員長 ただいまから商工建設常任委員

会を開会いたします。

まず、委員席の決定についてでありますが、

現在、お座りの仮席のとおり決定してよろしい

でしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○岩下委員長 それでは、そのように決定いた

します。

次に、本日の委員会の日程についてでありま

す。お手元に配付いたしました日程（案）のと

おりでよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○岩下委員長 それでは、そのように決定いた

します。

次に、委員会の運営方法についてであります

が、執行部入れかえの際は、委員長会議確認事

項のとおり、10分程度の休憩を設けることにし

たいと考えております。今、申し上げた要領で、

執行部の入れかえを行うことに異議ありません

か。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○岩下委員長 それでは、そのように決定いた

します。

執行部入室のため、暫時休憩いたします。

午前10時４分休憩

午前10時４分再開

○岩下委員長 委員会を再開いたします。

先般の臨時議会におきまして、私ども８名が、

商工建設常任委員会委員に選任されたところで

ございます。

このたび、委員長に選任されました串間市選

出の岩下でございます。一言、御挨拶を申し上

げます。

本県の地域経済は、アベノミクスの効果によ

り、ようやく明るい兆しが見え始めた状況では

ないかと思いますが、雇用環境はまだまだ厳し

く、労使関係にはさまざまな問題があろうかと

思います。

労働委員会事務局の皆様方には、問題解決の

ために、今後とも御尽力いただきますよう、よ

ろしくお願い申し上げます。

私どもも、皆さんと一緒に、宮崎県がよりよ

くなるように頑張ってまいりますので、１年間、

どうぞよろしくお願いいたします。

次に、委員の皆様を紹介いたします。

まず、私の隣が、宮崎市選出の渡辺副委員長

でございます。

次に、向かって左側でございますが、宮崎市

選出の外山委員でございます。

小林市・西諸県郡選出の宮原委員でございま

す。

延岡市選出の後藤委員でございます。

続きまして、向かって右側でございますが、

東諸県郡選出の中野委員でございます。

延岡市選出の太田委員でございます。

宮崎市選出の新見委員でございます。
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次に、書記の紹介をいたします。

正書記の長谷主査でございます。

副書記の沖米田副主幹でございます。

次に、事務局長の御挨拶、幹部職員の紹介並

びに所管業務の概要説明等をお願いいたします。

○安井労働委員会事務局長 改めておはようご

ざいます。事務局長の安井でございます。どう

ぞよろしくお願いいたします。

なお、委員の皆様には、労働委員会の行政に

つきまして大変御理解いただいて、先ほど、委

員長の御挨拶、ありがとうございました。そう

いう気持ちで私たちも頑張りたいと思いますの

で、よろしくお願いします。

それでは、座って説明させていただきます。

それでは、まず職員を紹介させていただきま

す。

資料の１ページに名前が書いてございますけ

ども、私のほうから紹介させていただきます。

調整審査課長の川越道郎でございます。

課長補佐の砂本良一でございます。

紛争解決支援担当主幹の有川寿典でございま

す。

最後に、議会担当の黒木智行でございます。

どうぞよろしくお願いいたします。

では次に、資料の２ページをお開きください。

労働委員会の委員についてでございます。

この労働委員会は、労働者と使用者の間の紛

争を中立の立場で解決するということを目的に

設置されておりますので、そういった趣旨から、

委員会につきましては、下の委員名簿の左側の

区分欄を見ていただきますと、そこにございま

すように、公益委員、労働者委員、使用者委員

という三者で構成をされておりまして、委員の

数は、公・労・使それぞれ５名ずつの計15名と

なっております。

この委員の任命方法につきましては、労働者

委員につきましては、労働組合の推薦に基づき

まして、また、使用者委員につきましては、使

用者団体の推薦に基づきまして、それぞれ知事

が任命するということになっております。

また、公益委員につきましては、知事の任命

の前に、労働者委員と使用者委員のそれぞれの

同意が必要ということになっております。

次に、３ページをお開きください。

業務概要について御説明をいたします。

まず、（１）にありますように、労働委員会は、

労働組合法や労働関係調整法など、そういった

法律に基づきまして、その下の①から③までの

業務を行っております。

まず、①の不当労働行為の審査でありますけ

ども、これは、労働組合等から、使用者側が不

利益な取り扱いを行ったとか、団体交渉の拒否

を行ったといったような、不当労働行為につき

まして救済申し立てがあった場合に、調査や審

問を行い、救済命令を出すということになって

おります。

次に、②の労使紛争のあっせんでありますけ

ども、（ア）の集団的労使紛争につきましては、

労働組合と使用者間に生じた紛争について、労

働委員会が間に入りまして、あっせんなどの手

段で解決を図るというものであります。

また、（イ）につきましては、労働者個人と使

用者の間のということで、個別的労使紛争につ

きまして、同じように労働委員会が間に入りま

して調整を図る、解決を図るというものでござ

います。

次に、③の労働相談でありますけれども、こ

れは、労働者と使用者の間の労働条件ですとか、

解雇問題などさまざまな相談を受け付けまして、

必要な情報の提供や解決のための助言を行うと
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いうものであります。

相談の内容によりましては、先ほど申し上げ

ましたような、あっせん制度を活用しまして、

紛争解決に努めております。

そういった事業の実績が（２）にございます

けども、平成25年度につきましては、一番下の

欄にありますように、不当労働行為審査事件は

ございませんでしたが、集団的労使紛争あっせ

ん事件が４件、個別的労使紛争あっせん事件が

２件、また、労働相談が146件となっております。

最近の大きな流れとしましては、労働組合対

使用者っていうような、大規模かつ集団的な労

使紛争は少なくなっておりますけども、逆に、

労働者個人による労働相談ですとか、あっせん

事件がふえているという状況にございます。

これは、雇用形態が多様化しているというこ

とや、労働組合の組織率が低下していると、そ

ういったところが背景にあるんじゃないかなと

いうふうに考えております。

そういった状況を踏まえますと、これからの

労働者個人と使用者という個別的な労使紛争に

ついては、増加が予想されると考えております

ので、労働委員会としましても、労働相談に丁

寧に対応することによりまして、紛争解決の支

援に取り組んでいきたいというふうに考えてお

ります。

最後に、４ページをごらんください。

事務局の組織でありますけれども、１課１担

当で、私以下９名の体制となっております。

最後に、４の予算ですけども、平成26年度は、

１億1,452万4,000円となっております。

以上でございます。

○岩下委員長 ありがとうございました。

執行部の説明が終わりましたが、質疑はあり

ませんか。

○中野委員 労働委員の報酬というのは、どう

なっているんですか。

○川越調整審査課長 労働委員の報酬につきま

しては、ほかの委員会と同じく、現在、月額・

日額併用制になっております。

それで、労働委員の報酬額につきましては、

まず月額のほうから申しますと、会長が11万円、

会長以外の公益委員４名の方が月額９万1,500

円、その他の労使委員10名の方でございますが、

この方々の月額は８万3,000円となっておりま

す。

それから、日額のほうですけれども、会長の

日額が１万9,500円、その他の公益委員、労使委

員が１万5,600円となっております。

○岩下委員長 ありがとうございました。

ほかにございませんか。

○太田委員 労働ストといいますか、紛争なり

については、申し立てがあったとき、救済の申

し立てがあったときに、審査に入るということ

ですよね。

似たような事例のことが頻繁に起こってくる、

そういう可能性は、以前もそうだったろうと思

いますが、特に今、ブラック企業とかそういう

ところで、なかなか労働基準法の感覚を十分理

解していない人がやったりすることもあってい

ると。

ただ、この労働委員会の任務としては、そう

いう事例が起こったときに、こんなことが二度

と起こらないように、社会の中にそういうケー

スとして知らしめるというようなことが、大事

かなと思うんですけども、同じようなことが再

び起こらないように、何かそういう広報とかい

うようなことはされるんですか。

救済されたときには、解決してあげるんだけ

れども、こんな事例はあんまりよくないことで
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すよということを、社会に知らしめるようなこ

とが何かできるのかなと思って、広報とか、県

の広報とかを使いながらとかいうふうに、でき

んかなと思ったんですが、どんなでしょうか。

○川越調整審査課長 具体的なあっせん事件と

かの内容につきましては、個人情報の関係もご

ざいますので、なかなかその生の形でお示しす

るのは、一般的に難しいところがございますけ

れども、ただ、いろいろあっせん申請として上

がってきたもの以外にも、日常、通常からたく

さん労働相談など受けておりますので、そうい

う中で、ある程度、こういう事例が多いとかい

うようなものは、傾向は出てまいりますので、

そういったものについては、ホームページあた

りで、こういう事例が多くなっておりますとか

いうようなことは、ある程度出しております。

それから、不当労働行為事件、これにつきま

しては、一応、裁判所における裁判と同じよう

に、ある程度中身を公表するようになっており

ますので、これにつきましては、労働委員会の

年報あたりにも事件概要を載せております。

○太田委員 わかりました。

なかなか公表っていうのは難しいだろうと思

いますが、そういう社会的な教訓も逆に知らし

めると、だんだんそういうのが少なくなる可能

性もあるのかなと思って。なかなか大変だろう

と思いますが、よろしくお願いします。

○宮原委員 労働相談の件数が平成25年度で146

件というふうに書いてあるんですが、同じ人が

何回も相談に来た場合、カウントとしては増え

ていくんですか。

○川越調整審査課長 同じ方から何度も御相談

があった場合に、基本的には件数として１件と

してカウントいたしております。

○宮原委員 はい、わかりました。

○新見委員 労働相談ですけども、とにかく今、

係争があって相談したいけど、どこに相談すれ

ばいいのかなって、大変頭を悩ませている方々

が相談をしたいというときに、どういう方法で

相談を労働委員会にできるのか。

一般的には、ホームページなどに、こういっ

た窓口ありますよというような、あるというイ

メージはあるんですけど、それ以外に、どういっ

た方向で相談できるか。

○川越調整審査課長 労働委員会といたしまし

ても、ポスターを作成して、公共的な場所に張っ

ていただいたり、あるいはパンフレットを作成

して、公共機関の窓口あたりに置かせていただ

いたりというようなことで、労働委員会におい

て、こういう労働相談なり何なりやっておりま

すということの周知には努めておるところでご

ざいます。

それから、もちろんホームページにも掲載い

たしておりますし、そういう機会を使って、で

きるだけ皆様方に周知されるようにということ

で努力をいたしております。

○岩下委員長 ありがとうございました。

ほかにございませんか。

○中野委員 次の機会で結構です。この労働相

談の内容等を大まかに、どんな相談があるか次

の機会に。

○川越調整審査課長 今、じゃあ、簡単に。

○中野委員 いや、次。

○岩下委員長 じゃあ、それでよろしいでしょ

うか。お願いいたします。

ほかにございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○岩下委員長 それでは、ないようでございま

すので、以上をもって労働委員会事務局を終わ

ります。執行部の皆様、お疲れさまでした。



- 6 -

平成26年４月25日(金)

暫時休憩いたします。

午前10時19分休憩

午前10時21分再開

○岩下委員長 委員会を再開いたします。

先般の臨時県議会におきまして、私ども８名

が、商工建設常任委員会委員に選任されたとこ

ろでございます。

私は、このたび、委員長に選任されました串

間市選出の岩下でございます。一言、御挨拶を

申し上げます。

本県の地域経済は、アベノミクスの効果等に

より、ようやく明るい兆しが見え始めた状況で

はないかと思います。商工観光労働部の皆さん

は、産業振興や観光推進など、宮崎の活性化の

ために重要な役割を担っておられます。

昨年度の東九州自動車道の宮崎～延岡間の開

通など、経済状況改善に向けた明るい材料もあ

りますので、今後とも積極的に業務に取り組ん

でいただきたいと思います。

私どもも、皆さんと一緒に宮崎県が、よりよ

くなるように頑張ってまいりますので、１年間、

どうぞよろしくお願いを申し上げます。

次に、委員の皆様を紹介いたします。

まず、私の隣が、宮崎市選出の渡辺副委員長

でございます。

次に、向かって左側でございますが、宮崎市

選出の外山委員でございます。

小林市・西諸県郡選出の宮原委員でございま

す。

延岡市選出の後藤委員でございます。

続きまして、向かって右側でございますが、

東諸県郡選出の中野委員でございます。

延岡市選出の太田委員でございます。

宮崎市選出の新見委員でございます。

次に、書記を紹介いたします。

正書記の長谷主査でござまいす。

副書記の沖米田副主幹でございます。

次に、商工観光労働部長の御挨拶、幹部職員

の紹介並びに所管業務の概要説明等をお願いい

たします。

○茂商工観光労働部長 おはようございます。

商工観光労働部長の茂でございます。

御案内のとおり、本県の地域経済につきまし

ては、消費税率引き上げ前の駆け込み需要もあ

り、個人消費の一部に明るい動きが見られてい

るほか、生産も増加するなど、持ち直しの動き

に広がりが見られる状況にあります。

一方で、４月からの増税の影響により、駆け

込み需要の反動減による産業活動の停滞等も懸

念されますことから、県といたしましては、可

能な限り事業を前倒して執行するなど、その影

響を最小限に抑えつつ、本県経済の本格的な回

復につなげていきたいと考えております。

このような中、商工観光労働部といたしまし

ては、昨年度に引き続き、成長産業の育成加速

化に取り組みますとともに、中小企業の振興や

アジア市場の開拓など、職員一丸となって一生

懸命取り組んでまいる所存でございます。

岩下委員長を初め委員の皆様方の御指導、御

支援をよろしくお願い申し上げます。

それでは、この後、座らさせていただきまし

て、まず幹部職員を御紹介いたします。

お手元の委員会資料の１ページに、幹部職員

名簿がございますので、あわせてごらんくださ

い。

次長の梅原裕二でございます。

企業立地推進局長、川野美奈子でございます。

観光物産・東アジア戦略局長、金子洋士でご

ざいます。
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部参事兼商工政策課長、田中保通でございま

す。

金融対策室長、川畑充代でございます。

産業振興課長、佐野詔藏でございます。

産業集積推進室長、冨山幸子でございます。

労働政策課長、久松弘幸でございます。

地域雇用対策室長、福嶋清美でございます。

企業立地課長、津曲睦己でございます。

観光推進課長、孫田英美でございます。

記紀編さん記念事業推進室長、松浦直康でご

ざいます。

オールみやざき営業課長、日下雄介でござい

ます。

工業技術センター所長、古賀孝士でございま

す。

食品開発センター所長、森下敏朗でございま

す。

県立産業技術専門校校長、田村吉彦でござい

ます。

どうぞよろしくお願い申し上げます。

それでは、資料の２ページをごらんください。

部の執行体制についてであります。

本庁は２局６課４室、出先機関が４機関の体

制で、商工観光労働行政の推進に取り組んでま

いります。

次に、資料の３ページをお開きください。

平成26年度の商工観光労働部当初予算であり

ます。一番下の段ですが、一般会計及び特別会

計を合わせまして、部全体の予算額は、448

億4,446万6,000円でありまして、平成25年度当

初予算と比べた対前年度比では、90.2％となっ

ております。

前年度からの減の主な要因といたしましては、

中小企業等支援ファンド貸付金の終了や緊急雇

用創出基金関連の事業の減額などによるもので

あります。

また、各課ごとの予算額は、それぞれ表に記

載しているとおりでございます。

次に、４ページをごらんください。

４ページから６ページにかけましては、平成26

年度の商工観光労働部の主な新規・重点事業を

宮崎県総合計画アクションプランにおけるプロ

グラム別に、体系的に整理したものでございま

す。

ページに沿って順に申し上げますと、まず、

４ページ、２の脱少子化・若者活躍プログラム

の中では、若者が県内に定住できる環境づくり

及び仕事と家庭の両立支援の推進、次に、３の

将来世代育成プログラムの中では、地域の社会

や産業を支える自立した人財づくり及び知の環

境・スポーツ・文化の充実、次に、４の健康長

寿社会づくりプログラムの中では、高齢者の活

躍の場づくり、次に、５の環境・新エネルギー

先進地づくりプログラムの中では、低炭素・循

環型社会づくりへの挑戦、そして、６のフード

ビジネス展開プログラムの、食の王国みやざき

づくりにつきましては、それぞれごらんのよう

な事業に取り組んでまいりますが、関係部局と

も十分連携を図ることといたしております。

次に、５ページをお開きください。

７の地域発産業創出・雇用確保プログラムの、

地域産業を索引する力強い産業の育成につきま

しては、中小企業の振興や企業立地の促進など

とあわせまして、着々と進む東九州自動車道の

開通の機会を生かしまして、東九州メディカル

バレー構想やフードビジネスの振興などの取り

組みを進めてまいりますが、北部九州における

自動車産業関連企業の販路開拓を支援するため

に、本年度新たに設置をいたします、宮崎県自

動車産業北部九州フロンティアオフィスにつき
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ましては、５月にはスタートできるように準備

を進めております。

また、その下の、産業人材の育成と就職支援

につきましては、若年者等に対する就職支援を

強化し、人材の育成や適切なマッチングを図り

ますとともに、国の緊急雇用基金の新たなメニュ

ーも活用しながら、雇用拡大や処遇改善に取り

組んでまいります。

次に、６ページですが、８の観光交流・海外

展開プログラムにつきましては、まず、観光面

におきましては、東九州自動車道の開通を契機

とした、大分県との連携による共同観光ＰＲの

取り組みや、ＭＩＣＥ、教育旅行の誘致促進に

取り組みますとともに、引き続き、市町村など

の地元における取り組みを支援しまして、観光

地の磨き上げや観光情報の発信強化を図ってま

いります。

また、2020年東京オリンピック・パラリンピッ

クに向けて情報収集を行いまして、日本代表や

ジュニア強化合宿等の誘致活動を行いますとと

もに、プロスポーツキャンプやスポーツイベン

ト等のさらなる誘致を進め、スポーツランドみ

やざきの一層の推進を図ってまいります。

次に、アジア市場の開拓に向けた取り組みと

しましては、従来からの海外誘客対策の強化に

加えまして、九州各県と連携し、九州一体となっ

たアジアからの観光誘客の取り組みを促進しま

すとともに、みやざき東アジア経済交流戦略を

踏まえまして、重点地域への駐在員の派遣や貿

易アドバイザーの配置などを行いまして、県内

企業の海外取引や販路開拓のさらなる支援を行

い、本県経済の活性化を図ってまいります。

最後に、９の持続可能な地域づくりプログラ

ムの中では、地域の魅力を高める取り組みの推

進といたしまして、まちなかのにぎわい創出や

商店街の活性化にかかわる事業に取り組んでま

いります。

以上、私から概要について御説明申し上げま

したが、主な事業につきましては、８ページ以

降に添付しておりますので、後ほどごらんいた

だきたいと存じます。

次に、飛びますけれども、23ページをお願い

いたします。

国の緊急雇用基金を財源として実施いたしま

す、地域人づくり事業につきましては、商工観

光労働部で一括して予算計上しておりまして、

企業の雇用拡大や処遇の改善に取り組むことと

しております。

次の24ページに今年度の配分一覧を掲載して

おりますので、こちらも後ほどごらんいただき

たいと存じます。

なお、本日は、お手元に別冊としまして、記

紀編さん1300年記念事業の平成25年度の取組の

冊子を別途配付させていただいております。

昨年度の県、市町村、関係機関等のさまざま

な取り組みを取りまとめておりますので、これ

につきましても後ほどごらんいただきたいと思

います。

また、資料はございませんけれども、今般、

文部科学省から、シーガイアの関連施設が、ゴ

ルフの日本代表等の強化拠点施設に指定されま

したほか、ラグビーの日本代表が４月18日より、

また、日本トライアスロン連合が４月28日より、

本県で強化合宿を実施されるなど、東京オリン

ピック・パラリンピックに向けたうれしいニュ

ースがありましたので、これにつきましても、

あわせて御報告をさせていただきます。

本日は、このほか２件の報告事項がございま

すけれども、これらにつきましては、この後、

担当課長から御説明申し上げます。
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私からは以上でございます。

○津曲企業立地課長 企業立地課でございます。

引き続き、昨年度の企業立地の状況につきま

して御説明をいたします。

資料は40ページでございます。よろしくお願

いします。

それでは、１の平成25年度の企業立地状況で

ございます。

皆様方初め市町村、民間団体などと一体となっ

た立地活動を進めました結果、昨年度の立地件

数は31件、うち県外から本県に新たに進出いた

だいた企業が９件でございました。

次の最終雇用予定者数でありますが、それぞ

れの企業さんに、今回の会社規模を御説明いた

だくために、当初の雇用人数に加え、おおむね

５年ぐらい先を目標に、どのくらいの規模を目

指すのかという今後の雇用計画を作成していた

だいております。その最終人数を最終雇用予定

者数として発表しており、この31社合わせ

て1,598人となっております。

次に、２の業種ごとの内訳でございます。

製造業が19件、うち３件が県外新規でござい

ます。流通関連業が５件、１件が県外新規です。

情報サービス産業７件のうち５件が県外新規で

ございます。

なお、製造業19件のうち10件がフードビジネ

ス関連、いわゆる食品関連産業となっておりま

す。

３の表には、平成21年度から25年度まで最近

５年間の立地件数、最終雇用予定者数の一覧を

載せております。合計が149件、うち県外新規

が36、最終の雇用予定者が6,696人となっており

ます。

４は、立地企業それぞれの一覧でございます。

この表の見方でありますけど、左側の欄が年

度での通し番号、それから企業名、そして業種、

立地予定の市町村名、雇用予定者数及び主な事

業内容を記載しています。

中央の欄、雇用予定者数の欄をごらんいただ

きますと、数字が２列ございます。左側の数字

が当初の雇用人数、右側の括弧の中の数字が最

終の雇用予定者数でございます。

また、左側通し番号の欄をごらんいただきま

すと、数字に丸印のものがございます。この丸

数字は、県外からの新規立地をあらわしており

まして、例えば、③中国木材について御説明い

たしますと、業種は製造業、進出先は日向市、

当面は105人でスタートし、最終的には250人の

雇用を計画されています。事業内容は、本県の

豊かな森林資源を活用した製材や集成材工場、

あわせて、その残材等を活用したバイオマス発

電用チップの製造工場となっております。

次の41ページには、13件目から31件目までの

立地情報がございますので、後ほどごらんいた

だきたいと考えております。

最後に、企業立地課といたしましては、今後

とも、県民の皆様の雇用の場の確保のため、積

極的に新規立地に取り組みますとともに、既に

県内各地に立地しております企業さんが休止や

撤退に至りませんよう、関係市町村とともに連

携を図りながら、フォローアップ活動にも取り

組んでまいりますので、よろしくお願いいたし

ます。

企業立地課は以上でございます。

○孫田観光推進課長 観光推進課でございます。

私のほうからは、観光振興条例（仮称）の制

定について御説明いたします。

資料の42ページをごらんいただきたいと思い

ます。

さきの２月議会におきまして、松村議員から
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の観光施策の推進のあり方に関する御質問に対

しまして、知事が、観光振興に関する条例の制

定を検討する旨、答弁いたしておりましたが、

今年度、条例制定に向けた取り組みを行うこと

といたしましたので、御報告いたします。

まず、１の制定の理由でありますが、第１に、

観光の振興は、地域経済の活性化や雇用機会の

拡大に貢献するだけでなく、県民が郷土の歴史

や文化等に対する理解を深め、地域への誇りと

愛着を持つことにもつながり、本県の重要な施

策の一つであるということであります。

第２に、東九州自動車道「北九州～宮崎」間

の全線開通やオリンピック・パラリンピック東

京大会の開催決定、記紀編さん1300年記念など、

本県観光を振興する絶好の機会にあり、今後、

さらに観光振興に力を入れる必要があると考え

ております。

これらの観光振興施策を効果的に展開し、実

効あるものとするには、行政や観光関係事業者

・団体、県民など観光振興の担い手全てが、共

通の認識を持って一体的に取り組む必要がある

ことから、本県観光の基本的な理念や方針等を

明確にするため、条例を制定することといたし

ました。

次に、２の条例の主な規定項目案であります

が、先ほど申し上げましたとおり、観光振興に

関する基本理念や施策の基本方針、また、行政

や観光関係事業者等の責務や役割などについて、

規定していきたいと考えております。

それから、３の今後の取り組みでありますが、

市町村や観光関係団体等との意見交換、観光審

議会での審議を行い、条例原案を取りまとめた

段階で、常任委員会において御説明させていた

だき、その後、パブリックコメントを実施し、

今年度内に県議会に条例案を提出させていただ

きたいと考えております。

最後に、４のその他でありますが、観光振興

に関する計画につきましては、現計画が今年度

末までとなっておりますので、条例に規定する

本県観光振興の基本理念や基本方針等を踏まえ、

別途、策定することといたしておりまして、計

画の骨子案等がまとまった段階で、常任委員会

において、説明させていただきたいと考えてお

ります。

観光推進課の説明は、以上であります。

○岩下委員長 執行部の説明が終わりましたが、

質疑はありませんか。

○中野委員 ちょっと確認ですけど、３月議会

での知事のカジノに対するスタンスというのは、

どんな見方になっていますか。

○孫田観光推進課長 国においてさまざまな制

度設計、現在、なされているところでございま

して、これに対して青少年に対する影響その他

さまざまな問題点に対するきちんとした対策が

示されることを前提とした上で、県において研

究をして、区域指定を視野に入れた研究をして

まいりたい、検討してまいりたいというふうに

お答えしております。

○中野委員 私の記憶じゃ、私が先頭になって

やりますとか、そんな話じゃなかったですか。

そんな消極的な話じゃなかった。

○孫田観光推進課長 先頭に立つというような

言葉は直接はとっておりませんが、協議会の皆

様や関係団体等を初めとした県民の皆様と丁寧

に議論を重ねながら、区域認定を視野に入れて、

前向きに検討してまいりたいというふうに答弁

しております。

○中野委員 これは、観光推進課でやるんです

かね。

○孫田観光推進課長 はい、現時点で所管課と
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しては観光推進課のほうで所管しております。

○中野委員 局長、初めてですけど、カジノに

ついてはどうですか。消極的賛成、積極的賛成

か。

○金子観光物産・東アジア戦略局長 私の個人

的なということでよろしいでしょうか。

カジノにつきましては、これまでも、先ほど

ありましたような県議会での答弁という形で、

非常に地域としましても、投資とか雇用とか観

光誘客、そういった地域経済がもたらす効果は

大きいものがあるということで、そういう認識

をなさっておりますので。

私どもとしましては、それが今の法案では、

国会に出されておるのも、今ちょっと審議の状

況も、最終情報は入ってきておりませんけれど

も、十分にそこらの動向を踏まえつつ、先ほど

も観光推進課長が答えましたとおり、制度設計

を踏まえて、本県としてのあり方というのを十

分に研究していきたいというふうに思っておる

ところでございます。

○中野委員 知事は今から研究せんと、カジノ

の効果とか、そういうのはわからんですか。

○金子観光物産・東アジア戦略局長 昨年の民

間団体を中心とした研究会というのがあって、

その中で、県・宮崎市がオブザーバーという形

で参加はさせていただいておりますけども、や

はり十分に先行事例、海外の事例等、そこらも

踏まえつつ、本県のそのＩＲのあり方というの

は、まだまだ、今後、研究の余地があるという

ふうに考えておるところでございます。

○中野委員 部長はどうですか。

○茂商工観光労働部長 私は、去年から商工観

光労働部長になりまして、知事と一緒にシンガ

ポールの、いわゆるＩＲカジノの視察も行って

まいりましたけど、私の率直な印象としては、

知事は基本的にはかなり積極的なほうだと思っ

ています。

最初は、いわゆるギャンブル依存症とか、青

少年の影響ということをかなり心配されていた

と思うんですけど、シンガポールに行かれて、

実際、入場料を800シンガポールドル程度いただ

くとか、ギャンブル依存症の人は入場制限する

ことができるとか、そういう話、いろいろ聞か

してもらったんですよ。

それで、やはりこれあたりについては、大分

払拭されていらっしゃるんじゃないかなという

ふうに思っています。

ただ、一方で、よく言われる話としては、ア

ジアのＩＲカジノはすごい経済効果があると

思っていますけれども、やはり観光地としての

イメージとしてはどうなのかという意見をお持

ちの方もいらっしゃるんですよね。

ですから、そのあたりを含めて、どう捉える

かということなんですけれども、いろいろ経済

効果とか、地域の活性化にもたらす影響という

のを考えると、やはり私は積極的に検討していっ

ていいんじゃないかなというふうに思っており

ます。

○中野委員 カジノも、いわゆる反対・賛成あ

りますよ。ただ、韓国なんかの見てみると、最

初は外国人は入れん話が翻って、最初は韓国だ

けぽっとできた。それからベトナム、マレーシ

ア、シンガポール、とにかく東アジアでないも

のは、うちと台湾ぐらいかな。

知事も私は途中から仕方ないかな、賛成とい

う話が出たと思うんですけど、もうちょっとやっ

ぱりはっきり皆さんのところで態度をしっかり

せんと、民間も動き出すと、我々もカジノ議連

を立ち上げているけど、思いますとか、やりま

す等、もうちょっとしっかり、反対なら反対で
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いいんだから、こんな弊害がありますとか、も

うちょっとはっきり態度を知事と相談して、方

向づけ。

本当は、もう事務分掌に入れてもいいぐらい

の話で、何も出てこないから、そういうことで、

もうちょっとはっきり、県の姿勢、課長も含め

て、それはやってください。

パチンコ破産なんてすごく多い。それと比較

してどっちがいいかを考えたり、ぜひ早急に皆

さんの態度を、研究しますとか、そんなのはも

う昔からあった。もう研究しとって、今度の常

任委員会までに。以上です。

○岩下委員長 ほかにございませんか。

○外山委員 西都原の世界遺産に向けての取り

組みですね。所管は、教育委員会が所管である

んでしょうが、ただ、このテーマを取り組むた

めには、教育委員会だけでは全然だめなんです

ね。

やっぱり県挙げて、今、そういうので、商工

労働部としての取り組みというのは、入ってく

るんですか。

○松浦記紀編さん記念事業推進室長 委員、お

話がありましたように、西都原、あるいは神楽

も含めてですけれども、世界文化遺産の登録に

ついて取り組んでいきたいというふうなところ

で、これは教育委員会のほうが中心に、学術的

な分は、やっていただくことになるんですけれ

ども、実際に、動かしていこうということになっ

てくれば、当然、我々のほうも、関係してくる

というふうに思っておりまして、実は私、こと

しから、今のところに行っているんですけれど

も、教育のほうとも話をしながら、どういうふ

うな形に持っていったらいいのかというふうな

ところも、具体的に検討してまいりたいという

ふうに思っております。

御支援をよろしくお願いいたします。

○外山委員 やっぱり今あったように、全庁を

挙げてということになる。そして商工の部分で

取り組むものって、非常に大きいと思うんです

よね。

ですから、早い時期に、教育委員会のほうと

連携を早くしてもらって、長期の一つのプログ

ラムをつくりながらやっていかないと、うまく

いかないと思うんですね。

ですから、そういう意味で取り組みをしっか

りやって、早目にやっていただくように要望し

ておきます。

○岩下委員長 どうもありがとうございました。

ほかにございませんか。

○太田委員 資料の34ページに、スポーツラン

ドみやざき東京五輪おもてなし推進強化事業と

いうのがあって、もう既に取り組まれていると

いうことで、今、部長の報告からも、いろいろ

キャンプで誘致されたということも、それぞれ

成果が出ていると思うんですが、東京オリンピッ

ク・パラリンピックは、何か勉強会のときに聞

いたんですが、スポーツだけではなくて、その

国の文化をまた深めるというか、知らしめると

いうか、そういうのはあるんですよというふう

に聞いたもんですから、そういう情報、こうい

うものだというのがわかれば教えてほしいこと

と。

スポーツの面では、既に34ページの資料の事

業にあるように、もう取り組まれておると思い

ますが、特に神話の問題も宮崎抱えていますの

で、何か文化面で、そういうのを活用できるよ

うなものがあるのかどうか、どうでしょうか。

○金子観光物産・東アジア戦略局長 私のほう

からちょっと答弁をさせていただきます。

オリンピック憲章の中に、やはりスポーツイ
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ベント・大会だけではなく、文化プログラムと

か、開催国に、紹介する中身もセットでという

ふうなことがうたわれているところであります。

そういった中で、当然、国の文科省等、ある

いは組織委員会等を中心に、今後も、その中で

練っていくということになるかと思うんですが、

やはり本県からの提案としまして、委員がおっ

しゃったように、記紀編さん等考えまして、ぜ

ひ開会式のオープニングセレモニーで、神楽を。

やはり私ども神話の源流という日本のルーツと

いうふうな形で、過去の開催におきましても、

その国の成り立ちとかをちょっと紹介するよう

なアトラクションとかございますけど、ぜひそ

ういった中で宮崎の神楽をということで、知事

も、それは強い思いを持っておりまして、これ、

機会あるごとに訴えておるんですが、もう少し

それをしっかり中で詰めておいて、いずれまた、

組織委員会等が正式に動き出すようなところも

ありますので、そのタイミングを捉えて、要望

してまいりたいというふうに思っています。

○太田委員 わかりました。

○岩下委員長 ありがとうございました。

ほかにございませんか。

○渡辺副委員長 済みません。２点お伺いしま

す。

まず１点は、観光推進課の振興条例の話なん

ですが、２の（２）のところで、その最後のペ

ージ、県民等の責務や役割といったものが出て

いますけれども、条例を今度、初めてつくると

いうことですから結構ですが、ことし、期限切

れを迎える計画、今までつくっている計画等の

中でも、県民の役割とか責務という何かニュア

ンスほどの表現が今まで既にあっているのかと

いうことと、条例の中でどういうイメージの書

きぶりの内容になるのか、現段階で、その検討

状況で結構ですので、それを教えていただきた

いと思います。

○孫田観光推進課長 委員のおっしゃいますと

おり、今後は新しい計画に位置づける県民の役

割と責務といったものに関しましては、現行計

画におきましても、計画の推進体制という中で、

責務という言葉ではありませんが、県民に期待

すること、あるいは観光関連業者に期待するこ

と、そして市町村の主な役割、県の主な役割、

関連団体の主な役割というような形で規定はさ

れております。

○渡辺副委員長 ということであれば、条例の

中で今回、言いぶりとして、もちろん、法律で

何とかじゃないですから、厳しい話じゃないで

すが、県民にも責務や役割があるということを、

ここで今、示されている中では明記をするとい

うことだろうと想像しますがね。

その狙いであったりとか、もしくは、もちろ

ん今、条例のいろいろ案ができているわけじゃ

ないと思いますけれども、どういう書きぶりを

執行部としては、想定した考えというのかとい

うのを現時点でのお考えがあれば教えていただ

きたいと思います。

○孫田観光推進課長 現在、個別の条文等の書

きぶり等については、申しわけございませんが、

現段階ではまだ作成しておりません。

ただし、九州各県の観光条例等を見ておりま

すと、全て、いわゆる責務といったものが規定

されておるということでございますので、一定

のものとして、規定していくことになるのでは

ないかというふうに考えておるような対応でご

ざいます。

○渡辺副委員長 テーマは変わりますが、企業

立地の関係なんですけども、きょう、いただい

た資料の中でも、最終雇用予定者数という数字
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と、最初の数が抜け出ていますが、前に委員会

でも聞いたような気がするんですが、実際、そ

の最終雇用者数に向けて、既に５年前に立地し

た企業が、実際にその数に追いつくような取り

組みというか、経営状況も含めてなっているの

かどうかって把握がきちんとなされているのか

ということと、５年間の中でも、実際、進出企

業そのもの、宮崎の経営者として減っていって

いる率というか、撤退している企業、恐らくあ

るんだろうと、経営状況も含めてあるんだろう

と思いますが、その辺の状況はいかがなんでしょ

うか。

○津曲企業立地課長 まず、撤退という最悪な

話を説明させてください。去年は３社ございま

した。その前の年度、24年度が３社でございま

す。23年度も２社ございました。こういう格好

で何らか撤退という感じがございます。

去年の３社で御説明しますと、一つは、都城

の繊維産業だったんですが、繊維の縫製という

ところになりますと、宮崎では、やはり単価が

合わないということで、本社の考えで、東南ア

ジアのほうへの生産移管という格好で閉鎖をさ

れました。

ただ、この建物につきましては、この前、入

札がありまして、県内の企業が落札をされたと

いうことをお聞きしております。

もう一つは、小林の金属製品の加工場でござ

いまして、これは携帯、略称ガラケーの部品を

つくっておりました。スマホがふえてまいりま

して、生産的に厳しくなったということから、

現在は、ここは太陽光発電所になっております。

もう一つは、都城市の機械部品工場だったん

ですが、ここもベトナムに生産拠点を移すとい

うことで引っ越しをされまして、その後、都城

市が地場の鶏、卵のメーカーさんが、今度、新

しい工場をつくろうということで、今、改造を

始めていらっしゃいます。

去年の４月現在で、私ども、実際どのくらい

雇用されているでしょうかという調査を行いま

して、その段階では、やはり５年前の最終雇用

予定者数にどんどん近づいています。

それで、ことしも４月現在の調査を行って、

次の機会には最新の結果を。

○岩下委員長 ほかに御質問はありませんか。

○中野委員 ちょっと要望、資料でいいんです

けど、私、やっぱり自動車産業関連というのは、

かなり宮崎に来ていると思うんですよね。

今はもう、本当に海外生産に移っておるし、

今でも今で、海外、ちょこちょこやってる。一

回、宮崎の自動車産業の実態、大まかでいいん

だけど、それを次の委員会に提出してもらいた

い。

それともう一つ、知事の公約で、誘致企業を

何社、雇用何人とか出てるけど、やっぱり知事

の公約としての数値というのは、予定じゃいか

んと思う、予定では。その辺は、しっかり検討

しておってください。

○岩下委員長 要望でございます。

○中野委員 はい。

○岩下委員長 ほかにございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○岩下委員長 それでは、以上をもって商工観

光労働部を終わります。執行部の皆様、お疲れ

さまでした。

暫時休憩いたします。

午前11時１分休憩

午前11時４分再開

○岩下委員長 委員会を再開いたします。

先般の臨時県議会におきまして、私ども８名
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が、商工建設常任委員会委員に選任されたとこ

ろでございます。

このたび、委員長に選任されました串間市選

出の岩下でございます。一言、御挨拶を申し上

げます。

県土整備部の皆さんは、道路、河川、住宅な

ど、生活基盤や経済基盤を支えるという宮崎の

ために重要な役割を担っておられます。

昨年度の東九州自動車道の宮崎～延岡間の開

通やアベノミクスの効果で、宮崎の地域経済は

明るい兆しが見え始めたのではないかと考えて

おります。道路整備など、基盤づくりのほかに

も災害対策など、さまざまな課題があろうかと

思いますが、今後とも積極的に取り組んでいた

だきたいと思います。

私どもも、皆さんと一緒に宮崎県がよりよく

なるように頑張ってまいりますので、１年間、

どうぞよろしくお願い申し上げます。

次に、委員の皆様を紹介します。

まず、私の隣が、宮崎市選出の渡辺副委員長

でございます。

次に、向かって左側でございますが、宮崎市

選出の外山委員でございます。

小林市・西諸県郡選出の宮原委員でございま

す。

延岡市選出の後藤委員でございます。

続きまして、向かって右側でございますが、

東諸県郡選出の中野委員でございます。

延岡市選出の太田委員でございます。

宮崎市選出の新見委員でございます。

次に、書記を紹介いたします。

正書記の長谷主査でござまいす。

副書記の沖米田副主幹でございます。

次に、県土整備部長の御挨拶、幹部職員の紹

介並びに所管業務の概要説明をお願いいたしま

す。

○大田原県土整備部長 県土整備部長の大田原

でございます。

委員の皆様には、県土整備部の業務に関して

御審議、御指導いただくことになりました。い

ろいろお世話になることと存じますが、何とぞ

よろしくお願い申し上げます。

私どもが所管しております業務は、安全で安

心な生活を確保するため、防災力の強化や減災

対策を行いますとともに、東九州の新時代を見

据えた、社会資本整備を初めとします県勢発展

の基盤となる県土づくりを進めていくことであ

ります。

今後とも、職員一丸となりまして、県土整備

行政の推進に取り組んでまいりますので、委員

の皆様におかれましては、御指導、御支援のほ

ど、よろしくお願いいたします。

まず、説明に入らせていただきます前に、一

言お礼を申し上げます。

東九州自動車道につきまして、先月16日に日

向～都農間が開通し、長年の悲願でありました

延岡～宮崎が一本の高速道路で結ばれました。

当日の式典には、県議会から福田議長を初め

多くの皆様に御出席を賜りました。この場をお

かりしましてお礼申し上げます。

一方、先日、西日本高速道路株式会社から、

東九州自動車道のうち、福岡県内の椎田南イン

ターチェンジ～豊前インターチェンジ間の開通

がおくれるとの公表がなされたところですが、

北九州市～宮崎市間の平成26年度全線開通の期

待が高まっていただけに、大変残念に思ってお

ります。

これからも、東九州自動車道や九州中央自動

車道の全線開通につきまして、国や関係機関に

対して、強く働きかけてまいりたいと存じます
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ので、本県の高速道路網の全線開通が一日も早

く実現しますよう、引き続き、県議会の皆様の

御支援、御協力をお願い申し上げます。

続きまして、幹部職員の紹介をさせていただ

きます。

申しわけありませんが、座って説明させてい

ただきます。

それでは、お手元に配付しております委員会

資料の２ページをごらんください。

時間の関係もございますので、課長級以上に

ついて御紹介いたします。

まず、総括次長の鈴木でございます。

道路・河川・港湾担当次長の坂元でございま

す。

都市計画・建築担当次長の東でございます。

高速道対策局長の直原でございます。

管理課長の福嶋でございます。

用地対策課長の林でございます。

技術企画課長の髙橋でございます。

工事検査課長の永野でございます。

道路建設課長の大坪でございます。

道路保全課長の馴松でございます。

次に、３ページをお願いします。

河川課長の大谷でございます。

ダム対策監の秋山でございます。

砂防課長の土屋でございます。

港湾課長の蓑方でございます。

空港・ポートセールス対策監の川野でござい

ます。

都市計画課長の瀬戸長でござまいす。

建築住宅課長の森山でございます。

次に、４ページをお願いいたします。

営繕課長の上別府でございます。

施設保全対策監の山下でございます。

高速道対策局次長の原でございます。

また、出先機関の幹部職員については、４ペ

ージ中段以降をごらんいただきたいと存じます。

以上で、県土整備部幹部職員の紹介を終わり

ます。

次に、県土整備部の所管業務等につきまして

御説明申し上げます。

まず、組織についてでありますが、もとにも

どっていただき、１ページの県土整備部行政組

織表をごらんください。

本庁が12課１局、出先機関が14事務所の体制

にて、県土整備行政の推進に取り組んでまいり

ます。

なお、県土整備部本庁各課・局の編成につき

ましては、資料の６ページから18ページに記載

しておりますので、後ほどごらんいただきたい

と存じます。

次に、県土整備部の平成26年度当初予算につ

いて御説明いたします。

19ページをお開きください。

県土整備部の平成26年度当初予算一覧でござ

います。

今年度の当初予算は、右から２列目の太枠で

囲んでおりますＣ欄でございますが、一般会計

で715億1,064万8,000円、特別会計で22億4,849

万5,000円、部予算合計では737億5,914万3,000

円でありまして、この額を昨年度の当初予算と

比較しますと、その右の欄ですが、部予算合計

で対前年度比99.4％となっております。

次に、20ページから22ページでありますが、

平成26年度当初予算の県土整備部主要施策を記

載しております。後ほどごらんいただきたいと

存じますが、東九州の新時代を見据え、国内外

の活力を取り込む観光・交流の推進や、防災力

の強化や減災対策などに係る事業を積極的に推

進し、平成26年度の重点施策であります、競争
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力と成長性のある産業づくりや、安全・安心で

魅力ある地域づくり等に取り組んでまいりたい

と考えています。

最後に、その他の報告事項でございますが、

宮崎県総合運動公園におけるネーミングライツ

制度の導入について、これは試行でございます

が、平和の塔にある上段部通路の開放、及び東

九州自動車道椎田南インターチェンジ～豊前イ

ンターチェンジ間の開通見通しについてであり

ます。

詳細につきましては、担当局長、課長から説

明させますので、よろしくお願いいたします。

私からの説明は以上でございますが、今後と

も、社会資本整備のおくれている本県へ予算が

重点配分されますよう、国に対し強く訴え、整

備促進に努めますとともに、常に県民ニーズに

応じた、重点的・効率的な事業の執行を心がけ

ながら、県土整備行政を推進してまいりますの

で、委員の皆様には、より一層の御支援、御指

導をよろしくお願い申し上げます。

私からは以上でございます。

○瀬戸長都市計画課長 都市計画課でございま

す。

委員会資料の23ページをお開きください。

宮崎県総合運動公園におけるネーミングライ

ツ制度の導入について、御説明いたします。

県におきましては、厳しい財政状況の中、積

極的な歳入確保に努めておりますが、その一つ

として本制度の検討を行っており、今回、全国

的にも知名度が高く、導入事例が多い総合運動

公園において、スポンサー企業の公募を行うこ

ととしたものであります。

まず、１の目的でありますが、宮崎県総合運

動公園は、子供から高齢者まで広く県民に親し

まれる本県スポーツの拠点でありまして、プロ

野球やプロサッカーチーム等のキャンプ地とし

て利用されております。

このような公園にネーミングライツ制度を導

入することによりまして、スポーツ施設の充実

を図り、県民にさらに良好なスポーツ環境を提

供することを目的としております。

次に、２の募集方針についてであります。

（１）の対象施設は、公園名である宮崎県総

合運動公園と公園内にあります陸上競技場やサ

ンマリンスタジアムなど５つの個別施設を対象

としております。

（２）の希望金額は、年額4,000万円程度を考

えております。

（３）の希望期間は、５年程度を考えており

ます。

（４）の主な資格要件でありますが、①とし

まして、県内に本店、支店または営業所を有す

る法人であること。②本県のスポーツ振興の推

進に積極的で、安定的な経営が見込まれる法人

であること、としております。

（５）の選定方法でありますが、外部委員５

名で構成する選定委員会を設置し、選定するこ

ととしております。

（６）の今後のスケジュールにつきましては、

応募受付期間を５月７日水曜日から６月６日金

曜日までとしておりまして、その後のスポンサ

ー企業の決定が７月ごろ、運用の開始につきま

しては９月ごろを予定しております。

宮崎県総合運動公園におけるネーミングライ

ツ制度の導入についての説明は、以上でありま

す。

次に、委員会資料の24ページをお開きくださ

い。

平和の塔にある上段部通路の開放（試行）に

ついて、御説明いたします。

平成26年４月25日(金)
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平和の塔からの眺望につきましては、塔の完

成から70年以上の年月が経過し、公園内の樹木

も樹齢を重ね、かなりの高木となっていること

から、かつてのような眺望が確保されていない

状況にございました。

このため、１の開放の目的にありますように、

本年２月に塔前広場における樹木の試験剪定を

行い、眺望の改善を図ったところであります。

今後、さらなる眺望の確保に向けまして、現

在、閉鎖している上段部通路の開放について検

討を行っているところですが、開放に当たりま

しては、利用者の安全確保や防犯上の課題など

があることから、一定期間の試行を行い、検証

してまいりたいと考えております。

ここで、具体的な場所について御説明します。

資料中ほどの、解放する通路の写真をごらん

ください。

写真左側が平和の塔の全体で、赤枠で囲んだ

場所が、今回、開放する通路になります。右側

の写真が拡大したものでございます。

今回、開放します通路につきましては、平和

の塔の裏側の通用口から階段で上がりまして、

その高さは、現在、開放されている展望所より

も３メーター程度高い位置になります。

この下に通路からの眺望写真を掲載しており

ます。

次に、２の試行の概要についてであります。

①の試行期間は、来月５月３日から８月31日

までの雨天日を除く土曜日、日曜日、祝祭日を

考えております。

②の試行時間は、公園利用者の多い時間帯を

考慮し、午前９時から午後３時までとしており

ます。

③の運営方法につきましては、入場案内や施

錠管理のために、入り口付近に警備員１名を配

置したいと考えております。

最後に、今回、平和の塔にある上段部通路を

試行開放することで、利用者の皆様には、これ

まで以上の眺望を楽しんでいただきたいと考え

ております。

都市計画課からの説明は以上であります。

○直原高速道対策局長 高速道対策局長の直原

でございます。

資料、お手元、25ページをお願いいたします。

先般、４月18日に西日本高速道路株式会社か

ら公表がありました件でございます。

先ほど部長からも話がありましたが、東九州

自動車道のうち椎田南～豊前間につきまして、

これまで供用目標年度を平成26年度としていた

ところが、平成28年春に改めるというような見

直しが公表されたところでございます。

具体的には、26ページをごらんください。

下半分に位置図がございますが、福岡県と大

分県の県境に近い部分の１区間になりますが、

椎田南～豊前間7.3キロは、これまで26年度の努

力目標としていたところを28年春という改めに、

見直しということになりました。

ちなみにですが、残りの区間、平成26年度ま

でに開通予定としておりますのが、宮崎から近

いほうでいきますと、蒲江～佐伯間、それと宇

佐～豊前間、みやこ豊津～行橋間がございます

が、こちら、いずれにつきましても、残りのも

のにつきましては、平成26年度の供用予定とい

うことで、引き続き目標を立てているところで

ございます。

以上のようなことになりましたことを御報告

申し上げます。以上です。

○岩下委員長 ありがとうございました。

執行部の説明が終わりましたが、何か質疑は

ございませんか。

平成26年４月25日(金)
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○渡辺副委員長 高速道路の関係ですが、朝日

新聞に何カ月前、最初に報道が出て、そういう

可能性があるんだというのも、県民の方も知っ

たところかと思うんですけれども、もちろん、

福岡県の収用の関係だというのはわかっている

わけですけれども、事実関係の把握とか情報の

把握というのは、宮崎県の県土整備部としては、

いつの段階からしていって、そういう経緯のと

ころをもう少し御説明いただけませんでしょう

か。

○直原高速道対策局長 なかなか難しいお話で

して、ちょっとあんまり具体的なことは申し上

げられない状況でございます。

といいますのは、こちらの話は、個別の用地

の案件が絡んでおりますことと、それと、そも

そも本県の案件でないというようなこともござ

いまして、かなり取り扱いを慎重にされていた

ところでございます。

ひとえに、この用地の進捗、それと収用委員

会まで今、議論いただいているということで、

相当、当事者の福岡県さんのほうも、慎重な取

り扱いをされていたりということもございまし

て、ちょっと私どものほうでは、手も足も出せ

ないというような事情がございました。

もちろん、３月15日に、新聞で第１報が出て

いましたので、そのころからさまざまな問い合

わせはしてはおりましたが、やはり憶測の域は

抜けない状況が、ずっと続いていたということ

で御承知いただければと思います。以上です。

○渡辺副委員長 いろんな形で県民の皆さんに、

もう26年度中開通、北九州までつながるという

ことで、ほぼ確定というような話で、県民の皆

さんも認識していた面があったかと思うので、

もちろん、その収用の関係で、福岡県の話であ

るというのもわかるんですが、だから、もうそ

うなってしまったんですよねっていうだけで、

それで済む済まないという話じゃないかと思う

んですけれども、もう少し県からも、県も確定

ではないとは言いながらも、26年度開通という

ことで、いろんな場で知事等もお話をされてき

たわけですので、やっぱりそこをもう少し、も

ちろん、いろんな個人の方の情報との関係等あ

るのはわかりますが、もう少し説明があっても

いいのかなという気がするんですが。

○中野委員 ちょっと関連。今回、延岡まで開

通しました。ことしいっぱい大分まで、今まで

大分・宮崎の観光客の入り込み客というのは、

ほとんど観光で県外に、今度開通したことにつ

いては、本当に非常に私も喜んでいますけれど

も、私は半分しか喜びがないんです。

なぜかというと、何で宮崎県が最後につなが

るかということなんです。あれだけ代議士クラ

スが３人おって７人ぐらいおって、それ、やっ

ぱり国としては、決起大会の裏じゃ、国土交通

省がいろいろやらしとって、宮崎県がもうちょっ

と、わっしょいわっしょいが足らんかったかな

と思ったりも。

一方、鹿児島見ると、みんな、もう鹿児島は

日本で３本目ぐらいに入っておるわけです。何

ですかね。やっぱもうちょっと地域の熱意を上

げんといかんという話なのか、わかる範囲で、

答えは苦しいと思いますから、なるべく。

○直原高速道対策局長 委員の気持ちはとても

よくわかります。

宮崎が何で最後なんだっていうことを言われ

ますと、なかなか私どもも苦しいところはある

んですが、地理的な事情というか、やはり例え

ば太平洋ベルトから遠いとかいった事情もある

でしょうし、それともう一つ、できれば御理解

いただければと思いますのは、全国で見ますと、
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まだ、私どもでいう宮崎～延岡に相当するよう

なところですら、つながっていない県が、ちょっ

と今、幾つて言われてもわからないですが、例

えば高知県とか島根県、鳥取県、山口県とか、

まだまだ残されているという事実もあります。

そういった全国のライバルもありながらで

いった中で、私は逆に、延岡～宮崎が、この時

期、もう48年も待たされたというのは、もちろ

んあるんですが、全国的に見ると、そう悪い事

情ではないのかなというふうにも思う反面もあ

ります。

私もこの仕事、一、二年しか携わってないで

すから、皆さんのほうが、もっと思いがいろい

ろあると思いますので、これぐらいで差し控え

ますけども、客観的に見ますと、こういうお話

もあるんだということは、ちょっと御理解いた

だければと思います。

○中野委員 いや、もうどうせ答えは出らんこ

とはわかるんです。私の愚痴でしょうが、腹が

立っている。それは、よその県と比べるとそう

だ。大分、宮崎というのは、観光ルートで非常

に大事なとこですよ。要するにそういうことで、

うれしながらも、半分はうれしくないという話。

○岩下委員長 ほかに御質問はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○岩下委員長 それでは、ないようでございま

すので、また、次回、委員会等でいろいろお聞

かせいただきたいと思っております。

それでは、以上をもって県土整備部を終わり

ます。執行部の皆様、お疲れさまでした。

暫時休憩いたします。

午前11時29分休憩

午前11時31分再開

○岩下委員長 それでは、委員会を再開いたし

ます。

４月16日に行われました委員長会議の内容に

ついて御報告いたします。

委員長会議において、お手元に配付の委員長

会議確認事項のとおり、委員会運営に当たって

の留意事項等を確認いたしました。

時間の都合もありますので、主な事項につい

てのみ御説明いたします。

まず、１ページをお開きください。

（５）の閉会中の常任委員会についてであり

ます。

定例会と定例会の間に原則として１回以上開

催し、また、必要がある場合には適宜、委員会

を開催するという内容であります。

２ページをお開きください。

（７）の執行部への資料要求につきましては、

委員から要求があった場合、委員長が委員会に

諮った後、委員長から要求するという内容です。

（８）の常任委員長報告の修正申し入れ及び

署名についてであります。

本会議で報告する委員長報告について、委員

会でその内容を委員長一任と決定した場合、各

委員が修正などの申し入れを行う場合は、委員

長へ直接行うこと、報告の署名は、委員長のみ

が行うこととするものであります。

次に、３ページをお開きください。

（12）の調査等につきましては、ア、県内調

査、イ、県外調査、ウ、国等への陳情と分かれ

ております。

まず、アの県内調査についてでありますが、

４点ございます。

１点目は、県民との意見交換を活発に行うた

め、常任委員会の県内調査において、県民との

意見交換を積極的に行うというものです。

２点目は、調査中の陳情・要望について、事
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情聴取の性格を持つものであり、後日、回答す

る旨などの約束はしないということであります。

３点目は、委員会による調査でありますので、

単独行動による発着は、できる限り避けるとい

うものであります。

４点目は、特に必要がある場合には、県内調

査ではありますが、日程及び予算の範囲内で隣

県を調査できるというものであります。

なお、日程などにつきましては、表のとおり

でありますが、常任委員会については、県民と

の意見交換を積極的に行うことや、調査テーマ

や調査先の関係などにより、行程上１泊２日で

の実施が困難な場合を考慮し、２泊３日も可と

なっております。

次に、イの県外調査についてであります。

節度ある調査を行うために、休祝日、定例会

中、調査先の議会中及び災害時の発着や単独行

動を避けることを確認するものであります。

そのほかの事項につきましても、目をお通し

いただきたいと思います。

皆様には、確認事項に基づき委員会運営が円

滑に進むよう御協力をお願いいたします。

確認事項について何か御意見はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○岩下委員長 ありがとうございました。

次に、今年度の委員会調査など活動計画案に

ついては、お手元に配付の資料のとおりであり

ます。

活動計画案にありますとおり、県内調査につ

いては、５月に実施する予定でありますが、日

程の都合もありますので、調査先についてあら

かじめ皆様から御意見を伺いたいと思います。

参考までに、お手元に資料として、調査の実

施状況と県内調査調査先候補を配付いたしてお

ります。

県内調査の調査先などにつきまして、何か御

意見、御要望がありましたら、お出しいただき

たいと思います。

○中野委員 県外調査ですけども、私、やっぱ

り、特に商工関係、まず九州管内の実態という

のを知りたいんですよ、いろいろ。特に、名古

屋とかあんなところに行けば、それはもうトヨ

タ系のやつがずらずらっていうのは見えるけど、

我々が執行部と議論するときに、まず近辺、九

州管内、かなりいろいろ動いている。熊本なん

かも、ちょっとそこ辺を私は希望したいんです

けど。

要は、行政の対応、商工業の取り組み。でき

たら、そういうのをあわせてずっと工場視察と

か、熊本なんかも、工業団地またつくっていま

すね、もう、うちは全然、今何にもない。

○岩下委員長 ありがとうございます。

今、話が県外調査につきまして出ております

けども、御意見、御要望がありましたら、お出

しいただきたいと思います。

暫時休憩いたします。

午前11時38分休憩

午前11時51分再開

○岩下委員長 それでは、委員会を再開いたし

ます。

それでは、県内調査の日程、調査先等につき

ましては、ただいまの御意見を参考にさせてい

ただきまして、正副委員長に御一任いただくこ

とで異議はありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○岩下委員長 それでは、そのようにさせてい

ただきます。

そのほか何かございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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○岩下委員長 何もないようでしたら、本日の

委員会を終了したいと思いますが、よろしいで

しょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○岩下委員長 それでは、以上をもって本日の

委員会を終わります。

午前11時52分閉会


